
 

 

告知日：２０２０年（令和２年）１０月１３日 

 

授業料免除申請者 各位 

 

大 阪 大 学 総 長 

 

 

２０２０年度（令和２年度）前期分授業料免除の判定結果について（通知） 

 

 

標記の件について、別紙１―１２のとおり決定しましたので、通知します。 

 

 

記 

 

 

授業料免除 

判定結果 
決定内容 

授業料納入方法 

口座振替（引き落とし）の 

手続きをしている場合 

口座振替（引き落とし）の 

手続きをしていない場合 

全額免除 

前期分授業料を 

全額免除 

とします。 

  

１／３免除 

（学部のみ） 

前期分授業料を 

１／３免除 

とします。 

授業料相当額の２／３を 

２０２０年１０月２６日（月）ま

でに、振替（引落）口座に入金し

てください。 

大学より本人宛に振込依頼書を郵

送しますので、授業料相当額の２

／３を２０２０年１０月２６日

（月）までに、本学指定口座へ振

り込んでください。 

保留 

（学部のみ） 

現時点では保留と

します。 

判定結果確定後に判定結果、納入

期限を改めてお知らせします。 

判定結果確定後に判定結果、納入

期限を改めてお知らせします。 

不許可 

前期分授業料の 

免除を 

不許可とします。 

授業料相当額を 

２０２０年１０月２６日（月）ま

でに、振替（引落）口座に入金し

てください。 

大学より本人宛に振込依頼書を郵

送しますので、授業料相当額を 

２０２０年１０月２６日（月）ま

でに、本学指定口座へ振り込んで

ください。 

 


